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可
賀
、
双
親
在
日
集
所
賜
簡
墨
、
謹
手
形

摸
之
、
以
資
冥
福
者
也
、

享
保
七
歳
次
壬
寅
季
春
仲
幹
、

桑
門
良
鞭
記
焉

は
じ
め
に

令
和
二
年
度
、
岐
阜
県
博
物
館
で
は
龍
昌
院
（
岡
山
県
倉
敷
市
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
観
音
菩
薩

坐
像
の
寄
贈
を
受
け
た
。
当
該
像
は
厨
子
と
一
体
化
し
て
い
る
が
、
そ
の
厨
子
の
背
面
に
は
美
濃
で

交
代
寄
合
と
し
て
勢
力
を
張
っ
た
高
木
家
に
関
連
し
た
由
来
が
記
さ
れ
て
い
る
。
美
濃
の
近
世
を
語

る
上
で
高
木
家
の
存
在
は
不
可
欠
で
、
当
館
に
も
、
土
俵
空
穂
を
は
じ
め
と
す
る
高
木
家
関
連
資
料

が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
た
び
寄
贈
を
受
け
た
龍
昌
院
旧
蔵
観
音
菩
薩
坐
像
を
通
じ

て
、
十
八
世
紀
前
半
の
高
木
家
の
動
向
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
す
る
。

一
、
観
音
菩
薩
坐
像
の
概
要

当
該
像
は
、
像
高
約
三
二
m
　
（
台
座
・
光
背
を
含
む
）
　
で
、
幅
二
一
・
四
m
、
奥
行
十
七
m
　
（
い

ず
れ
も
下
部
張
り
出
し
部
分
を
除
く
）
、
高
さ
四
一
m
の
厨
子
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
高
書
を
結
い
、

宝
冠
を
頂
き
、
表
情
は
半
眼
閉
口
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
右
手
は
施
無
畏
印
を
結
び
、
左
手
に

は
蓮
華
を
持
っ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
こ
と
か
ら
、
典
型
的
な
聖
観
音
菩
薩
の
容
貌
と
い
っ
て
も
よ

い
。
ま
た
、
光
背
は
雲
で
覆
わ
れ
た
舟
形
で
あ
る
。
厨
子
の
扉
に
は
位
牌
の
絵
と
と
も
に
、
観
音
像

側
か
ら
見
て
、
左
側
に
　
「
済
正
院
殿
雲
嶽
清
閑
居
士
」
、
右
側
に
　
「
速
証
院
殿
桂
室
高
円
大
姉
」
　
と

記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
像
の
由
緒
を
伝
え
る
、
厨
子
背
面
に
記
さ
れ
た
墨
書
は
左
の
通
り
で
あ
る
。
（
読
占
宣
っ
い

て
は
執
筆
者
が
適
宜
補
っ
た
。
）

墨
書
は
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
　
に
良
鞭
（
黙
隠
良
鞭
）
と
い
う
僧
が
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
観
音
像
は
高
木
貞
則
の
息
女
で
あ
る
可
賀
と
い
う
人
物
が
、
両
親
が
存
命
の
時

に
、
送
ら
れ
た
手
紙
を
集
め
、
手
形
を
写
し
て
作
成
し
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
冥
福
を
祈
っ
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
「
手
形
」
　
に
は
、
手
を
墨
で
塗
っ
て
押
し
付
け
た
判
、
筆
跡
・
書
、
金
銭
貸

借
に
係
る
証
書
や
契
約
書
、
旅
行
の
た
め
の
証
明
書
な
ど
様
々
な
意
味
が
あ
る
が
、
両
親
か
ら
の
手

紙
に
手
の
判
が
押
さ
れ
る
の
は
一
般
的
で
は
な
く
、
証
明
書
な
ど
と
し
た
場
合
は
意
味
が
通
じ
な
く

な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
こ
は
筆
跡
・
書
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
両
親
か
ら
も
ら
っ
た
手

紙
を
集
め
て
こ
れ
ら
を
可
賀
が
書
写
を
し
た
、
と
い
う
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、

手
紙
を
書
写
す
る
こ
と
と
像
と
が
今
一
つ
結
び
付
か
な
い
印
象
は
否
め
な
い
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
。

な
お
、
「
享
保
七
歳
次
壬
寅
季
春
仲
幹
、
桑
門
良
鞭
鳶
を
記
す
」
　
と
い
う
書
き
方
か
ら
、
享
保
七

年
と
は
良
鞭
が
墨
書
し
た
年
に
過
ぎ
ず
、
観
音
像
自
体
は
そ
れ
よ
り
も
前
に
す
で
に
作
ら
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

這
大
悲
尊
容
者
、
高
木
氏
源
貞
則
公
女

二
、
可
賀
と
そ
の
両
親
に
つ
い
て

ま
ず
は
こ
の
観
音
像
の
制
作
主
体
で
あ
っ
た
可
賀
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
が
、
そ
の
前
に
彼
女

の
生
家
で
あ
る
高
木
家
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
述
べ
て
お
こ
う
1
。

高
木
家
は
大
和
国
高
木
郷
を
本
貫
と
し
、
享
禄
元
年
　
（
一
五
二
八
）
　
に
美
濃
国
石
津
郡
に
移
り
、

駒
野
に
居
城
を
構
え
た
と
い
う
。
高
木
貞
政
の
時
代
に
は
斎
藤
家
に
仕
え
た
が
、
永
禄
七
年
（
一
五

六
四
）
織
田
信
長
の
美
濃
侵
攻
に
際
し
て
高
木
直
介
（
貞
久
）
が
信
長
に
内
応
、
天
正
二
年
（
一
五

七
四
）
に
は
今
尾
に
居
城
を
移
し
た
。
本
能
寺
の
変
後
は
羽
柴
秀
吉
か
ら
の
圧
力
を
受
け
、
織
田
信

雄
に
臣
従
し
、
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
に
も
参
加
し
た
。
信
雄
の
改
易
に
と
も
な
い
美
濃
を
一
時
離
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れ
た
も
の
の
、
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
の
際
に
忠
誠
を
誓
っ
て
以
来
、
徳
川
家
康
に
接
近
し
た
。

そ
の
後
関
ケ
原
合
戦
の
軍
功
に
よ
っ
て
高
木
三
家
（
西
・
東
・
北
）
は
石
津
郡
の
時
・
多
良
郷
計

四
千
三
百
石
を
拝
領
し
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
交
代
寄
合
に
列
し
、
大
名
に
準
ず
る
格
を
得
て
い
た
。

可
賀
は
、
『
高
木
家
文
書
』
（
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）
に
含
ま
れ
る
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）

十
月
の
　
「
先
祖
書
Z
L
や
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
以
下
、
寛
政
譜
と
す
る
）
』
に
よ
れ
ば
、
西
高
木

家
四
代
（
高
木
家
六
代
）
3
・
貞
則
の
四
女
と
さ
れ
て
い
る
が
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
　
に
ま
と

め
ら
れ
た
　
「
高
木
系
譜
4
」
　
で
は
、
貞
則
の
六
女
と
さ
れ
て
い
る
。
可
賀
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
霊

鷲
院
（
愛
知
県
日
進
市
）
が
所
蔵
す
る
、
宝
暦
二
年
（
一
五
六
二
）
　
の
　
「
観
自
在
菩
薩
塑
像
一
千
躯

籍
絡
袈
裟
記
」
・
成
立
年
代
不
詳
の
　
「
霊
鷲
院
微
笑
大
姉
行
由
井
手
造
円
通
薩
唾
朝
鮮
・
琉
球
拝
受

契
券
及
太
上
天
皇
晦
礼
容
感
所
賜
三
夕
和
歌
記
（
以
下
、
行
由
記
と
す
る
）
」
、
霊
鷲
院
に
あ
る
無
縫

塔
台
石
の
墓
誌
な
ど
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
5
、
す
で
に
川
口
高
風
氏
6
に
よ
る
詳
細
な
研
究

が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
霊
鷲
院
関
係
史
料
と
氏
の
研
究
成
果
に
加
え
、
『
寛
政
譜
』
や
遠
山

家
の
系
図
が
残
る
『
士
林
海
淵
吉
で
情
報
を
適
宜
補
い
な
が
ら
、
そ
の
生
涯
を
概
観
し
て
い
こ
う
。

元
禄
四
年
　
（
一
六
九
一
）
　
四
月
八
日
に
生
ま
れ
た
可
賀
は
、
宝
永
三
年
　
（
一
七
〇
六
）
、
尾
張
藩

家
老
・
遠
山
景
供
に
正
室
と
し
て
嫁
い
だ
。
し
か
し
自
身
に
は
子
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
景
供
と

側
室
の
間
に
生
ま
れ
た
景
慶
・
貞
刻
の
兄
弟
と
一
人
の
女
子
を
養
子
と
し
て
育
て
た
。
そ
の
一
方
で
、

幼
い
頃
か
ら
仏
教
へ
の
信
仰
が
篤
く
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
は
丹
波
龍
福
寺
（
現
京
都
府
船

井
郡
京
丹
波
町
）
開
山
の
断
崖
独
橋
の
下
で
菩
薩
戒
を
受
け
て
有
髪
の
ま
ま
得
度
す
る
と
、
微
笑
尼
8

と
号
し
た
。
そ
し
て
同
十
四
年
に
は
開
基
と
し
て
霊
鷲
院
を
建
立
、
頑
翁
曳
石
を
開
山
と
し
た
。

翌
十
五
年
に
夫
・
景
供
が
没
す
る
と
、
景
慶
を
遠
山
家
の
跡
継
ぎ
に
、
さ
ら
に
翌
年
に
生
家
で
あ

る
西
高
木
家
の
六
代
・
貞
輝
が
没
す
る
と
貞
刻
を
西
高
木
家
の
跡
継
ぎ
に
そ
れ
ぞ
れ
据
え
た
（
西
高

木
家
当
主
と
な
っ
て
か
ら
は
篤
貞
に
改
め
た
か
）
。
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
、
若
い
景
慶
が
当
主
を
務

め
る
遠
山
家
の
家
政
を
取
り
仕
切
っ
た
後
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
に
は
剃
髪
し
、
尼
僧
と
し
て

諸
国
を
行
脚
し
た
後
、
宝
暦
六
年
　
（
一
七
五
六
）
　
に
示
寂
し
て
い
る
。

実
子
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
生
家
で
あ
る
西
高
木
家
と
、
嫁
ぎ
先
で
あ
る
遠
山
家
の
跡
継
ぎ
を

そ
れ
ぞ
れ
養
育
し
た
と
い
う
点
で
、
両
家
に
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
興
味

深
い
こ
と
に
、
自
ら
建
立
し
た
霊
鷲
院
は
も
と
よ
り
、
西
高
木
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
正
林
寺
に
も
墓

碑
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。

厨
子
扉
の
左
右
に
記
さ
れ
た
法
号
9
は
可
賀
が
冥
福
を
祈
っ
た
対
象
で
あ
ろ
う
。
高
木
家
に
つ
い

て
は
先
述
の
　
「
先
祖
書
」
・
『
寛
政
譜
』
・
「
高
木
系
譜
」
や
、
「
高
木
系
譜
」
　
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
成
立

で
あ
る
「
御
当
家
御
代
々
御
忌
日
記
（
以
下
、
御
忌
日
記
と
す
る
。
）
」
な
ど
で
法
号
と
人
物
を
照
合

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
そ
の
一
例
を
呈
示
し
よ
う
。
（
以
下
の
掲
載
史
料
は
、
漢
字
表
記
に
つ
い

て
は
新
字
体
に
改
め
、
句
読
点
は
執
筆
者
が
適
宜
補
っ
た
。
）

【
史
料
A
】
　
「
高
木
系
譜
」

一
六
代
目
　
生
国
武
蔵

台
徳
院
様
御
従
弟
違

高
木
新
兵
衛
貞
則

（中略）
宝
永
七
庚
寅
年
六
月
廿
日
卒
、
享
年
八
十
歳

法
号
　
済
生
院
一
握
清
閑
居
士
　
墓
ハ
舘
西
ノ
岡
二
有
之

（中略）

養
父
貞
勝
女

延
宝
三
乙
卯
年
十
一
月
六
日
卒
、
享
年
難
相
分

法
号
　
貞
順
院
釈
正
清
大
姉
　
墓
ハ
舘
西
ノ
岡
二
有
之

後
室
　
　
京
都
住
人

木
村
四
郎
右
衛
門
女

享
保
二
丁
酉
年
十
一
月
十
四
日
卒

法
号
　
速
証
院
桂
室
高
円
大
姉
　
墓
ハ
舘
西
ノ
岡
二
有
之

こ
こ
か
ら
、
「
済
生
院
」
と
は
可
賀
の
父
で
あ
る
西
高
木
家
四
代
・
貞
則
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
、
高
木
家
の
法
号
を
記
し
た
史
料
で
は
い
ず
れ
も
「
一
滴
」
と
あ
り
、
観
音
菩
薩
坐
像
の
よ

う
に
「
雲
嶽
」
と
記
し
た
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
看
過
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
現
在
の

と
こ
ろ
明
確
な
解
答
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。

一
方
で
、
「
速
証
院
殿
桂
室
高
円
大
姉
」
　
は
貞
則
の
後
室
と
し
て
記
さ
れ
る
木
村
四
郎
右
衛
門
女
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と
分
か
る
。
後
室
は
一
般
的
に
は
未
亡
人
を
示
す
が
、
こ
こ
で
は
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
　
の
貞
順

院
没
後
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
継
室
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
1
。
。
霊
鷲
院
の
可
賀
の
墓
誌
に
も

「
濃
州
多
良
郡
源
貞
則
女
也
、
其
母
木
村
氏
」
と
あ
り
、
速
証
院
は
実
母
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

さ
て
、
貞
則
は
宝
永
七
年
の
没
で
、
可
賀
の
母
は
享
保
二
年
十
一
月
の
没
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当

該
観
音
像
の
制
作
時
期
を
享
保
二
年
十
一
月
～
七
年
春
ま
で
の
四
年
半
弱
の
間
に
絞
れ
る
の
で
あ

る
が
、
私
見
で
は
享
保
二
年
に
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
年
が
母

の
没
年
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
、
可
賀
が
得
度
し
た
年
に
当
た
る
。
微
笑
尼
と
号
し
た
の
も
こ

の
時
期
だ
と
思
わ
れ
る
。
墓
誌
を
見
る
限
り
、
得
度
の
理
由
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ

の
年
に
得
度
す
る
こ
と
が
母
の
死
没
と
無
関
係
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
可
賀
が
養
子
と
し
た
、
後
の

西
高
木
家
六
代
で
あ
る
篤
貞
は
享
保
七
年
l
の
生
ま
れ
な
の
で
、
養
育
す
る
の
は
そ
の
先
の
こ
と
で

あ
る
し
、
先
述
の
通
り
可
賀
が
剃
髪
し
て
諸
国
を
行
脚
し
た
の
は
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
享
保
二
年
段
階
で
は
遠
山
景
供
の
正
室
と
い
う
立
場
を
離
れ
て
は
お
ら
ず
、
時
期
的
に

も
側
室
よ
り
引
き
取
っ
た
子
ど
も
の
養
育
を
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関

わ
ら
ず
得
度
を
し
た
こ
と
を
、
両
親
の
追
善
目
的
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う

な
る
と
、
当
該
像
も
そ
の
一
環
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
、
可
賀
に
と
つ
て
念
持
仏
の
よ
う
な
役

割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

親
手
沢
之
華
腰
、
毎
蔵
書
普
門
品
、
焼
而
叙
其
灰
煤
、
又
采
采
楢
葉
若
干
、
毎
葉
書
大
士
号
、

同
焼
両
足
過
半
、
併
納
之
日
中
、
命
侍
女
揖
三
十
三
万
有
余
、
下
自
以
聖
号
計
杵
数
、
整
粉
成

而
黒
漆
煉
其
製
也
、
慣
京
華
林
丘
寺
内
親
王
之
規
模
、
脱
幾
像
庶
幾
頒
蔵
之
諸
州
名
藍
、
為
双

親
井
上
菩
提
、
伯
有
信
心
之
曹
不
問
、
縮
素
応
需
而
寄
与
之
素
微
笑
之
志
願
也
、
微
笑
、
俗
名

可
賀
曽
、
為
尾
州
遠
山
氏
某
室
、
人
琴
繋
相
和
、
自
若
掃
我
大
慈
翁
法
道
、
而
受
以
今
法
話
、

其
志
操
可
知
蔦
、
令
予
記
造
像
之
始
末
、
而
拡
充
諸
邁
邁
云
、
昔
享
保
第
九
龍
舎
甲
辰
某
月
日
、

武
州
霊
隠
大
慈
翁
門
徒
某
記

微

　

笑

明
ら
け
き
道
の
し
る
へ
そ
濱
千
鳥

は
か
な
き
跡
を
世
1
に
残
し
て

三
、
造
像
方
法
に
つ
い
て

墨
書
に
あ
る
、
両
親
か
ら
送
ら
れ
た
手
紙
を
も
と
に
仏
像
を
制
作
し
た
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
体

ど
の
よ
う
な
制
作
方
法
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
方
法
を
考
え
る
上
で
欠
か
せ
な
い
の
が
、
霊
鷲
院
所
蔵

の
「
観
音
煉
像
諸
国
得
券
牒
享
と
い
う
史
料
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
、
次
に
掲
載
す
る
、
享
保
九

年
　
（
一
七
二
四
）
、
武
蔵
の
霊
穏
大
慈
門
徒
が
記
し
た
　
「
観
音
大
士
煉
像
記
」
　
が
あ
る
。

【史料B】観
音
大
士
煉
像
記

此
救
世
大
士
之
煉
像
者
、
濃
州
多
良
郷
高
木
氏
息
女
、
法
話
微
笑
之
所
造
也
、
微
笑
居
常
襲
双

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
両
親
の
手
紙
を
集
め
、
そ
こ
に
普
門
品
（
観
音
経
）
を
書
写
し
て
焼
い
た
灰
と
、

橋
の
葉
に
観
音
大
士
の
称
号
を
書
い
て
焼
い
た
灰
と
を
そ
れ
ぞ
れ
臼
に
入
れ
て
、
侍
女
に
三
十
三
万

遍
描
か
せ
て
漆
で
煉
っ
た
も
の
を
観
音
像
に
成
形
し
た
と
い
う
。
こ
の
像
は
　
「
観
音
大
士
煉
像
記
」

の
後
に
続
く
得
券
牒
か
ら
各
地
に
送
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
1
3
。
霊
鷲
院
に
は
現
在
そ
の
観
音
像
と

鋳
型
が
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
観
音
大
士
煉
像
記
」
　
の
記
述
だ
け
見
れ
ば
、
灰
と
漆
の
み
で
生

成
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
観
音
像
は
鉛
製
と
み
ら
れ
、
鋳
型
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
灰
と
漆
で
煉
っ
た
も
の
を
鉛
に
混
ぜ
て
成
形
し
た
と
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

「
観
音
大
士
煉
像
記
」
の
記
述
と
照
合
す
る
と
、
当
該
観
音
像
の
厨
子
裏
の
墨
書
に
あ
る
「
双
親

在
日
集
所
賜
簡
墨
、
謹
手
形
摸
之
」
と
は
、
両
親
か
ら
も
ら
っ
た
手
紙
（
の
筆
跡
）
を
書
写
し
、
そ

れ
を
燃
や
し
た
灰
を
煉
り
込
ん
で
作
っ
た
、
と
い
う
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
経
緯
は
似
て
い
る
が
、
当
該
観
音
像
と
各
地
に
送
ら
れ
た
観
音
像
は
直
ち
に
結
び
付
け

け
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
時
期
の
隔
た
り
で
あ

る
。
「
観
音
煉
像
諸
国
得
券
牒
」
　
で
は
、
い
つ
ど
こ
に
観
音
像
が
送
ら
れ
た
の
か
が
分
か
っ
て
い
る

が
、
そ
の
時
期
は
、
年
号
が
確
認
で
き
る
限
り
で
は
享
保
十
年
五
月
八
日
の
信
濃
善
光
寺
塔
頭
玉
照

院
を
皮
切
り
に
同
十
六
年
ま
で
の
七
年
間
、
そ
し
て
少
し
時
期
を
隔
て
た
元
文
四
（
一
七
三
九
）
・
五

年
の
二
年
間
で
あ
る
。
特
に
享
保
十
年
か
ら
同
十
六
年
に
か
け
て
は
毎
年
観
音
像
が
送
ら
れ
て
い
る
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こ
と
を
考
え
る
と
、
享
保
七
年
以
前
に
制
作
さ
れ
た
当
該
像
と
直
接
結
び
付
け
る
こ
と
は
難
し
い
。

加
え
て
決
定
的
な
理
由
は
、
そ
の
尊
容
の
違
い
で
あ
る
。
各
地
に
送
ら
れ
た
観
音
像
は
立
像
で
あ

る
が
、
当
該
像
は
坐
像
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
像
と
異
な
り
光
背
も
つ
い
て
い
な
い
。
同
じ
観
音
像

で
も
鋳
型
を
用
い
て
大
量
生
産
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
点
物
だ
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
墨
書
と
史
料
を
比
較
す
る
限
り
で
は
、
少
な
く
と
も
、
造
像
に
際
し
て
両
親
の
手
紙
が
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
言
え
る
。
「
両
親
の
手
紙
を
用
い
て
　
（
そ
の
灰
を
煉
り
こ
み
）

造
像
し
て
、
父
母
の
冥
福
を
祈
る
」
と
い
う
追
善
行
為
は
、
可
賀
に
と
つ
て
重
視
な
意
味
を
持
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

四
、
「
済
生
山
正
林
寺
縁
記
」
と
良
鞭

さ
て
、
厨
子
背
面
の
墨
書
を
し
た
良
鞭
と
は
い
か
な
る
人
物
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
こ
と
を
語
る

上
で
欠
か
せ
な
い
の
が
、
西
高
木
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
正
林
寺
（
大
垣
市
上
石
津
町
祢
宜
上
）
に
関

す
る
「
済
生
山
正
林
寺
記
（
以
下
、
寺
記
と
す
る
。
）
」
・
「
済
生
山
正
林
寺
縁
記
（
以
下
、
縁
記
と
す

る
。
）
」
と
い
う
二
つ
の
縁
起
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
現
在
、
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
研
究
開
発
室
所

蔵
の
写
真
版
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
は
　
「
寺
記
」
　
は
漢
文
、
「
縁
記
」
　
は
仮
名
交
じ
り

文
と
い
う
表
記
の
違
い
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
史
料
の
お
お
ま
か
な
構
成
は
共
通
し
て
い
る
。
表
現
が

類
似
し
て
い
る
こ
と
も
多
い
た
め
、
一
方
を
参
照
し
な
が
ら
も
う
一
方
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
て
よ

ヽ

　

○

そ
し
て
　
「
縁
記
」
　
の
末
に
は
、
「
或
ル
予
二
謂
フ
、
正
林
ノ
由
来
誰
カ
知
ル
事
ア
ラ
ン
、
今
予
カ

視
聴
二
熟
ス
ル
ヲ
以
テ
記
シ
テ
後
世
ニ
ノ
コ
サ
ズ
ン
ハ
後
人
必
ス
悔
ル
事
ア
ラ
ン
、
因
テ
国
字
ヲ
以

て
大
略
ヲ
誌
ス
」
　
と
あ
る
。
「
予
」
　
と
は
良
鞭
で
あ
り
、
良
鞭
自
ら
正
林
寺
の
由
来
を
伝
え
る
た
め

に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
と
分
か
る
。
一
方
で
「
寺
記
」
は
末
尾
か
ら
伊
予
如
法
寺
（
現
愛
媛
県
大

洲
市
柚
木
）
の
末
寺
で
あ
る
遍
照
寺
1
。
の
刀
庵
祖
徴
が
撰
し
た
も
の
で
、
良
鞭
の
示
寂
も
記
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
二
つ
の
記
録
に
よ
れ
ば
良
鞭
は
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
四
月
に
伊
予
に
渡
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
1
。

以
上
か
ら
、
二
つ
の
史
料
の
編
纂
・
伝
来
の
経
緯
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
良
鞭
が
正
林
寺

か
ら
如
法
寺
に
移
っ
た
後
、
求
め
に
応
じ
て
正
林
寺
の
由
来
を
述
べ
た
「
縁
記
」
を
作
成
し
た
。
そ

れ
は
も
ち
ろ
ん
美
濃
に
送
ら
れ
た
が
、
良
鞭
の
い
た
伊
予
に
も
残
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
　
「
縁
記
」

を
参
照
し
、
祖
徴
が
漢
文
に
再
構
成
し
た
の
が
　
「
寺
記
」
　
で
あ
っ
た
。
「
縁
記
」
　
は
寺
院
縁
起
に
類

す
る
が
、
内
容
に
霊
験
請
な
ど
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
良
鞭
自
ら
同
時
代
の
状
況
を
執
筆
し
た
も
の
と

い
う
こ
と
で
、
信
憑
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
加
え
、
良
鞭
の
師
で
あ
る
節
外
祖
貞
（
妙
応
禅
師
）
　
の
伝
記
l
を
参
照

し
な
が
ら
、
良
鞭
の
生
涯
を
み
て
い
こ
う
。

良
鞭
は
播
磨
国
赤
穂
の
三
木
氏
の
出
身
で
、
十
二
歳
の
頃
、
如
法
寺
に
住
持
し
た
祖
貞
の
下
で
出

家
し
て
修
行
に
励
ん
だ
。
高
木
家
と
の
交
わ
り
と
し
て
は
、
衛
貞
1
に
よ
る
祖
貞
へ
の
求
め
に
応
じ

る
形
で
、
祖
貞
高
弟
と
し
て
、
正
徳
元
年
（
一
七
二
）
　
に
多
良
を
初
め
て
訪
れ
た
。
そ
の
時
に
速

証
院
や
、
貞
衛
室
で
あ
る
松
寿
院
と
関
わ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
享
保
十
一
年
に
衛
貞
が
設
け
た
常

楽
庵
を
居
所
と
し
た
。
同
十
三
年
の
衛
貞
の
没
後
、
貞
輝
に
よ
っ
て
常
楽
庵
を
正
林
寺
と
改
め
、
逸

山
祖
仁
（
浄
名
禅
師
）
を
開
山
と
し
、
自
ら
は
引
き
続
き
住
持
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
同
十
六
年
四

月
、
正
林
寺
を
法
弟
で
あ
る
無
等
（
探
源
祖
蒙
）
に
任
せ
る
と
、
自
ら
は
推
挙
さ
れ
て
伊
予
景
光
寺

（
現
愛
媛
県
大
洲
市
1
）
　
に
移
り
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
九
月
四
日
に
五
十
歳
で
寂
し
た
と
い

え
ノ
○

そ
れ
で
は
、
こ
の
良
鞭
と
可
賀
に
は
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
縁
記
」
　
の

中
で
可
賀
が
最
初
に
登
場
す
る
の
は
次
の
箇
所
で
あ
る
。

【史料C】享
保
十
六
亥
ノ
春
貞
輝
公
卒
ス
、
亮
鏡
院
清
円
ト
法
号
ス
、
松
寿
院
尼
師
棺
被
教
行
ヲ
正
林
ニ

喜
捨
ス
、
貞
輝
曽
テ
尾
州
遠
山
景
供
ノ
二
男
重
一
郎
貞
刻
公
ヲ
養
子
ト
ス
、
貞
刻
ノ
母
公
ハ
貞

則
ノ
令
女
ニ
シ
テ
貞
輝
ノ
賢
姉
ナ
リ
、
景
供
卒
シ
テ
後
チ
、
霊
鷲
院
微
笑
大
姉
ト
云
フ
、
大
姉

少
シ
テ
仏
道
ヲ
信
シ
心
二
邪
念
ナ
ク
、
身
二
塵
垢
ヲ
禁
ス
、
中
年
二
及
テ
霊
泉
海
塾
功
尾
州
ニ

招
キ
法
要
ヲ
聞
テ
自
己
ラ
了
知
ス
、
其
ノ
後
チ
洞
家
ノ
独
橋
師
ヲ
拝
ス
、
橋
師
主
人
公
ノ
古
則

ヲ
提
噺
セ
シ
ム
、
昼
夜
打
成
二
工
夫
ス
、
一
朝
撞
著
主
人
公
即
チ
和
歌
ヲ
以
テ
所
解
ヲ
呈
ス
、

山
深
ク
タ
ズ
ネ
タ
ズ
ネ
テ
主
人
公
達
テ
見
タ
レ
ハ
ナ
ニ
ノ
名
モ
ナ
シ
、

橋
師
許
可
ス
又
願
翁
師
ヲ
宅
二
招
ク
、
頑
師
蝉
ノ
殻
ラ
ヲ
取
テ
同
ク
殻
ラ
鼓
ニ
ア
リ
、
蝉
甚
広
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処
二
向
テ
去
ル
、
大
姉
声
二
随
テ
頑
翁
ト
呼
フ
、
頑
師
応
諾
ス
、
大
姉
云
ク
、
蝉
鼓
ニ
ア
リ
、

或
時
日
蓮
宗
身
延
ノ
上
人
尾
ノ
妙
蓮
寺
二
来
ル
、
大
姉
往
テ
大
通
智
勝
仏
十
劫
坐
道
場
ノ
文
ヲ

挙
テ
問
フ
、
上
人
ノ
苓
話
不
分
明
、
即
チ
和
歌
ヲ
呈
ス
、

法
華
経
ノ
八
巻
ノ
数
ヲ
読
ナ
ガ
ラ
妙
ノ
一
字
ヲ
知
ル
人
ソ
ナ
シ
、

大
姉
常
二
双
親
手
沢
ノ
華
牒
ヲ
衆
テ
賎
コ
ト
ニ
普
門
品
ヲ
写
シ
、
焼
テ
其
ノ
灰
侭
ヲ
欽
メ
椿
葉

若
干
ヲ
采
テ
葉
ゴ
ト
ニ
大
王
ノ
競
ヲ
書
シ
同
ク
焼
テ
併
セ
テ
是
レ
ヲ
日
中
二
納
テ
侍
女
二
命

シ
テ
揖
ク
事
三
十
三
万
有
余
下
、
自
ラ
聖
号
ヲ
以
テ
杵
数
ヲ
計
ス
、
整
粉
成
テ
黒
漆
煉
ル
ニ
模

ニ
幾
ク
像
ヲ
脱
シ
テ
是
レ
ヲ
諸
州
ノ
名
藍
二
頒
シ
蔵
メ
テ
双
親
無
上
菩
提
ノ
為
メ
ニ
ス
、
若
シ

信
心
ノ
曹
ラ
ア
レ
ハ
、
繕
素
ヲ
不
問
、
需
メ
ニ
応
シ
テ
寄
与
ス
、
享
保
十
六
年
ノ
春
貞
刻
公
多

良
二
移
ル
、
母
公
モ
同
ク
来
テ
後
見
ス
、
速
証
院
及
ヒ
亮
鏡
院
ノ
志
願
ヲ
追
思
シ
テ
、
正
林
ノ

外
護
ス
ル
事
増
ス
渥
シ
、
浬
枠
像
一
幅
尾
陽
大
君
ノ
画
師
ヲ
シ
テ
令
図
之
、
寄
傭
ス
、

【史料D】松
寿
院
尼
大
師
此
ノ
年
五
月
廿
日
ヲ
以
テ
逝
去
ス
、
尼
師
預
メ
予
二
段
子
ノ
蒲
団
一
箇
ヲ
賜
テ

法
衣
ト
成
ン
ト
ホ
ツ
ス
レ
ト
モ
不
果
、
予
微
笑
大
姉
二
謂
テ
日
ク
、
此
ノ
段
子
九
条
法
衣
ノ
地

上
シ
テ
可
ナ
ラ
ン
、
其
ノ
徐
ノ
不
足
処
ノ
綿
繍
綺
羅
ハ
大
姉
喜
捨
シ
自
ラ
裁
縫
シ
テ
尼
師
ノ
志

ヲ
ト
ゲ
テ
禅
師
二
贈
ル
ヘ
シ
、
大
姉
歓
喜
シ
テ
其
ノ
後
チ
綿
繍
ノ
新
故
細
大
ヲ
不
指
、
倶
二
収

集
シ
テ
終
二
僧
伽
梨
衣
ヲ
製
シ
テ
禅
師
二
被
贈
、
其
ノ
様
壕
然
タ
ル
カ
如
シ
、
塞
二
針
巧
可
称
、

禅
師
打
一
個
遠
信
ヲ
謝
ス
、
大
姉
モ
又
和
歌
ヲ
以
テ
尊
偶
ノ
謝
ヲ
伸
、

禅
師
偶

施
心
一
念
先
天
地

塔
起
無
針
無
節
処

線
路
纏
通
北
作
南

萬
紅
千
紫
一
肩
据

予
塵
尊
静
欽
上
老
禅
師

貞
輝
の
没
後
は
、
養
子
と
な
っ
て
い
た
遠
山
家
出
身
の
貞
刻
（
篤
貞
）
が
当
主
と
な
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
母
と
し
て
可
賀
に
つ
い
て
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
可
賀
の
記
述
は
他
の
人
物
に
比
べ

て
明
ら
か
に
細
か
く
、
「
縁
記
」
　
全
体
の
流
れ
と
は
独
立
し
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象

を
受
け
る
。
そ
の
構
成
は
、
傍
線
部
の
出
家
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
、
波
線
部
の
観
音
造
像
に
関

す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
な
る
。
こ
の
う
ち
観
音
造
像
の
部
分
は
一
見
す
る
と
分
か
る
通
り
、
【
史
料

B
】
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
「
縁
記
」
　
の
別
の
箇
所
を
参
照
す
る
と
、
「
享
保
十
一
年
午

ノ
春
、
予
江
都
ヨ
リ
尾
州
二
到
り
遠
山
景
供
ノ
宅
二
在
テ
錫
ヲ
留
ム
ル
事
」
　
と
あ
る
。
【
史
料
B
】

は
享
保
九
年
に
成
立
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
に
良
鞭
が
参
照
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
傍

線
部
は
霊
鷲
院
側
の
可
賀
の
記
録
に
は
登
場
し
な
い
話
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
時
に
伝

聞
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
可
能
性
が
あ
る
。

し
か
し
、
観
音
像
の
墨
書
が
享
保
七
年
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
良
鞭
は
遠
山
家
を
訪
れ
る
前
か
ら

す
で
に
可
賀
と
面
識
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
良
鞭
が
多
良
を
訪
れ
た
正
徳
元
年
に
は
す
で
に
可

賀
は
遠
山
家
に
嫁
い
で
い
る
の
で
、
実
母
の
速
証
院
か
、
異
母
兄
の
衛
貞
、
そ
の
室
の
松
寿
院
の
い

ず
れ
か
を
介
し
て
繋
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
両
者
の
関
わ
り
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
の
が
同
史
料
に
あ
る
次
の
記
載
で
あ
る
。

無
針
無
節
一
金
銭

庚
嶺
誰
言
提
不
起

祖
仏
由
来
伝
自
南

瑞
雲
斯
日
半
肩
据

大
姉
和
歌

誰
カ
代
ヨ
リ
キ
ソ
メ
シ
法
ノ
カ
ラ
衣
モ
始
メ
ナ
ケ
レ
バ
終
リ
シ
ラ
レ
ズ

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
松
寿
院
は
以
前
、
良
鞭
に
段
子
の
蒲
団
で
法
衣
を
作
っ
て
贈
り
た
い
と
思
っ
て

い
た
が
、
亡
く
な
っ
た
た
め
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
。
良
鞭
は
そ
の
こ
と
を
可
賀
に
伝
え
た
と
こ
ろ
、

可
賀
は
喜
ん
で
そ
れ
に
応
じ
自
ら
裁
縫
し
て
法
衣
を
作
っ
て
良
鞭
へ
送
っ
た
と
い
う
。
そ
の
法
衣
は

節
外
か
ら
如
法
寺
の
住
持
を
引
き
継
い
だ
、
良
鞭
兄
弟
子
の
逸
山
祖
仁
（
浄
明
禅
師
）
　
へ
奉
納
し
た

た
め
、
祖
仁
は
偶
で
謝
意
を
示
し
、
良
鞭
も
和
韻
し
、
対
し
て
可
賀
は
和
歌
を
奉
じ
た
と
い
う
。
松

寿
院
の
遺
志
を
継
い
で
わ
ざ
わ
ざ
自
ら
裁
縫
し
て
法
衣
を
贈
る
の
で
あ
る
か
ら
、
可
賀
と
良
鞭
の
間

に
深
い
繋
が
り
が
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

五
、
高
木
家
の
信
仰
を
め
ぐ
る
問
題

さ
て
、
「
縁
記
」
　
を
読
ん
で
い
く
と
、
こ
の
十
八
世
紀
中
盤
は
、
高
木
家
の
宗
旨
に
と
っ
て
大
き
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な
変
化
で
あ
る
、
禅
宗
の
流
入
が
発
生
し
た
時
期
と
分
か
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
高
木
家

文
書
』
中
の
葬
祭
関
係
史
料
の
分
析
を
通
じ
て
、
桐
原
千
文
氏
に
よ
る
研
究
1
9
が
進
め
ら
れ
て
い
る

の
で
、
氏
の
成
果
を
踏
ま
え
て
そ
の
概
要
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

高
木
家
は
元
亀
二
年
　
（
一
五
七
一
）
　
の
長
島
一
向
一
揆
に
家
臣
が
多
数
参
加
し
て
い
た
よ
う
に
、

戦
国
時
代
末
以
来
本
願
寺
門
徒
で
あ
っ
た
。
特
に
伊
勢
国
桑
名
郡
の
香
取
法
泉
寺
（
現
三
重
県
桑
名

市
）
と
は
縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
。
な
お
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
　
の
本
願
寺
東
西
分
立
後
、
法
泉

寺
は
東
派
に
属
し
た
た
め
、
高
木
家
も
東
派
門
徒
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
法
泉
寺
を
檀
那
寺
と
し

た
の
は
高
木
家
の
う
ち
当
主
と
嫡
子
の
み
で
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
念
通
寺
・
唯
願
寺
と
い
っ
た

領
内
の
東
派
寺
院
が
檀
那
寺
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
十
八
世
紀
に
な
る
と
西
高
木
家
に
は
複
数
寺

制
が
導
入
さ
れ
て
禅
宗
が
当
主
と
嫡
子
以
外
の
宗
旨
と
な
り
、
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
に
建
て

ら
れ
た
正
林
寺
を
檀
那
寺
・
墓
所
と
し
て
い
っ
た
と
い
う
。

当
該
資
料
で
冥
福
が
祈
ら
れ
て
い
る
速
証
院
の
信
仰
に
つ
い
て
、
「
縁
記
」
　
の
冒
頭
に
次
の
よ
う

に
示
さ
れ
て
い
る
。

貞
則
様
御
後
室
　
　
御
墓
御
西
御
裏

京
都
之
住
人
　
木
村
四
郎
右
衛
門
女

享
保
十
六
年
辛
亥
五
月
廿
日

禅
　
　
松
寿
院
殿
真
相
常
栄
尼
大
姉
様

五
郎
左
衛
門
衛
貞
様
御
室
　
小
笠
原
大
膳
亮
信
秀
公
之
御
女

御
墓
所
本
堂
寺

（
『
旗
本
高
木
家
文
書
』
F
－
目
上
1
）
－
1
）

こ
の
史
料
で
は
当
主
以
外
の
法
号
の
前
に
、
本
願
寺
門
徒
な
ら
ば
　
「
本
」
、
禅
宗
を
信
仰
し
て
い

れ
ば
「
禅
」
と
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
　
か
ら
作
成
を
開
始
し
た
「
御
先
祖
御

年
忌
覚
」
で
も
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
史
料
は
後
の
加
筆
が
多
い
た
め
、
作
成
当
初
に

記
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
部
分
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
記
し
た
。
）

【史料E】貞
則
ノ
室
法
名
速
証
院
幼
ニ
シ
テ
世
ノ
幻
ヲ
悟
り
、
深
ク
仏
道
ヲ
信
心
シ
、
心
ヲ
教
外
ノ
禅
二

傾
ク
、
故
二
慈
ニ
シ
テ
愛
ア
リ
、
節
ニ
シ
テ
貞
ナ
リ
、
又
和
歌
二
志
シ
深
ク
シ
テ
終
二
其
ノ
名

ヲ
夷
洛
ニ
ホ
ト
コ
ス
、
曽
テ
海
禅
仏
鑑
和
尚
慈
慶
大
春
和
尚
ヲ
時
二
宅
二
請
シ
テ
法
要
ヲ
問
フ
、

然
レ
ト
モ
心
頭
不
安
常
二
仏
神
二
誓
願
シ
坐
禅
工
夫
ス
、

【史料G】

享
保
二
酉
年
十
一
月
十
四
日

速
証
院
様

唯
願
寺

当
酉
年
四
拾
九
年
　
安
永
五
丙
申
年
迄
六
拾
年
　
安
永
十
丑
迄
六
拾
五
年

寛
政
三
丑
迄
七
十
五
年

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
速
証
院
は
幼
い
頃
よ
り
仏
教
、
と
り
わ
け
禅
宗
に
傾
心
し
、
海
禅
寺
の
仏
鑑
や

慈
慶
寺
（
慈
渓
寺
・
現
大
垣
市
）
　
の
大
春
を
招
く
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
一
方
で
、
先
述
の
　
「
御

忌
日
記
」
　
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
『
旗
本
高
木
家
文
書
』
F
I
H
⊥
1
）
I
l
）

【史料F】

享
保
二
丁
酉
年
十
一
月
十
四
日

本
　
　
速
証
院
殿
桂
室
高
円
尼
大
姉
様

唯
願
寺
と
は
速
証
院
の
檀
那
寺
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
唯
願
寺
（
現
上
石
津
町
下
山
）
は

西
高
木
家
陣
屋
か
ら
直
線
距
離
に
し
て
四
血
強
離
れ
た
、
東
派
本
願
寺
寺
院
で
あ
る
。
実
際
に
明
和

九
年
二
月
に
唯
願
寺
か
ら
速
証
院
永
代
供
養
料
の
請
取
状
2
が
出
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
役
割

が
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
【
史
料
E
】
で
禅
宗
に
傾
心
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
本
願
寺
門
徒
と
し
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て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
速
証
院
の
息
女
で
あ
る
可
賀
の
　
「
行
由
記
」
　
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

【
史
料
H
】
　
（
合
略
仮
名
は
全
て
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
改
め
た
）

五
歳
ニ
シ
テ
偶
〈
遊
詰
戚
家
一
一
－
、
聴
弄
ノ
読
㌢
本
朝
信
州
善
光
寺
弥
陀
如
来
観
応
ノ
縁
由
「

始
テ
信
青
果
ノ
草
深
帰
毒
乗
－
「
爾
ヨ
リ
後
日
二
称
㌔
弥
陀
宝
号
若
ノ
喜
八
遍
無
言
ト
シ
テ
不
卜

云
コ
ト
称
七
罵
、
七
歳
ニ
シ
テ
随
青
二
同
ク
請
吉
ノ
一
向
専
念
寺
－
一
－
、
聞
話
力
ノ
宗
要
素
ぎ
ク
肯
レ
之
ヲ
、

又
請
三
他
寺
－
一
－
聴
読
経
講
「
倍
〈
讐
修
仏
乗
↓
也
、
八
歳
ニ
シ
テ
閲
㌢
松
見
寺
如
大
尼
ノ
伝
記
憲

二
慕
レ
之
、
自
誓
テ
以
為
吾
レ
モ
亦
開
三
一
寺
ノ
基
「
以
テ
托
㌔
名
ヲ
於
不
朽
一
一
一
従
者
専
ラ
注
詳
ヲ

吾
宗
－
一
－
、
時
ゝ
参
丁
訪
シ
済
洞
ノ
名
匠
「
夙
夜
匪
窟
タ
〝
ニ
、
只
管
静
処
二
習
禅
ス
蔦
、
十
歳
ニ
シ
テ
懇

丁
求
京
師
林
丘
内
親
王
手
造
円
通
大
士
煉
像
「
則
不
㌢
日
ァ
ラ
得
レ
寧
賜
ス
〝
。
ト
ヲ
之
「

シ

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
可
賀
は
五
歳
の
頃
に
親
戚
の
家
で
信
濃
善
光
寺
の
阿
弥
陀
如
来
の
感
応
講
を
聞

い
た
の
を
き
っ
か
け
に
仏
教
に
傾
心
し
、
阿
弥
陀
の
宝
号
を
毎
日
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後

七
歳
の
頃
に
母
に
随
っ
て
　
「
一
向
専
念
寺
」
、
す
な
わ
ち
浄
土
真
宗
の
寺
院
よ
り
他
力
回
向
に
つ
い

て
聞
い
た
が
全
て
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
一
方
で
、
法
華
経
の
経
義
を
聞
い
て
な

お
傾
倒
し
、
八
歳
の
頃
に
松
見
寺
（
現
関
市
）
　
の
如
大
尼
の
伝
記
に
影
響
を
受
け
て
一
寺
を
開
く
決

意
を
持
ち
、
「
吾
宗
（
禅
宗
の
こ
と
か
）
」
に
心
を
注
ぎ
、
臨
済
宗
や
曹
洞
宗
の
高
僧
の
下
を
訪
れ
習

禅
に
励
ん
だ
と
い
う
。

こ
こ
で
は
、
可
賀
が
生
家
高
木
家
で
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
浄
土
真
宗
に
懐
疑
的
で
、
徐
々
に
禅
宗

に
傾
心
し
て
い
く
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
娘
を
随
行
さ
せ
て
浄
土
真
宗
寺
院
で
他
力
回

向
の
宗
要
を
聞
く
母
が
登
場
す
る
が
、
こ
の
母
と
は
速
証
院
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

速
証
院
が
真
宗
門
徒
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
伝
記
と
い
う
性

格
か
ら
全
て
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
後
欠
と
な
っ
て
い
て
、
成
立
時

期
も
分
か
ら
ず
、
他
の
可
賀
の
伝
記
の
も
と
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
他
の
伝
記
を
も
と
に
後
世

の
修
飾
が
加
え
ら
れ
た
も
の
か
も
分
か
ら
な
い
た
め
信
憑
性
に
は
疑
問
符
が
付
く
。
ま
た
霊
鷲
院
に

残
る
史
料
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
禅
宗
を
優
位
と
す
る
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
差
し
引
き
し

て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
【
史
料
F
・
G
】
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
例
え
個
人
で
禅
宗

に
傾
心
し
て
い
て
も
、
高
木
家
の
人
物
で
あ
る
以
上
、
真
宗
門
徒
と
い
う
立
場
を
離
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
板
挟
み
の
状
況
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
2
1
。

ほ
か
に
「
縁
記
」
に
登
場
す
る
、
衛
貞
と
松
寿
院
の
禅
宗
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
、
出
自
と
の

関
係
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
衛
貞
に
つ
い
て
は
、
「
先
祖
書
」
・
『
寛
政
譜
』
に
よ
れ
ば
貞
則
次
男
と

し
て
誕
生
し
た
た
め
、
当
初
は
京
都
嵯
峨
の
天
龍
寺
塔
頭
で
あ
る
鹿
王
院
に
預
け
ら
れ
て
い
た
と
い

う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
斎
藤
夏
来
氏
は
、
『
小
寺
家
文
書
』
　
の
酒
井
忠
知
書
状
と
『
寛
政
譜
』
　
の

記
述
か
ら
、
貞
則
の
兄
で
鹿
王
院
の
中
興
開
山
で
あ
っ
た
虎
琴
玄
竹
の
も
と
で
衛
貞
が
養
育
さ
れ
た

影
響
を
指
摘
し
て
い
る
㌘
鹿
王
院
は
天
龍
寺
派
で
あ
り
、
正
林
寺
は
妙
心
寺
派
で
あ
る
た
め
、
直

接
的
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
禅
宗
の
影
響
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。

続
い
て
、
衛
貞
の
室
、
松
寿
院
は
、
小
笠
原
系
図
・
系
譜
類
で
は
小
笠
原
信
秀
女
と
し
て
登
場
す

る
一
方
で
、
『
高
木
家
文
書
』
中
の
　
「
松
寿
院
実
父
実
兄
院
号
書
上
2
」
　
（
作
成
時
期
不
明
）
　
で
は
信

秀
の
妹
と
し
て
登
場
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
小
笠
原
家
出
身
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
2
。
小
笠

原
家
は
当
時
越
前
勝
山
藩
主
で
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
開
善
寺
　
（
現
福
井
県
勝
山
市
）
　
を
菩
提
寺

と
し
て
い
る
。
小
笠
原
家
は
松
寿
院
以
前
も
高
木
家
と
縁
戚
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
禅
宗
、
特
に
妙

心
寺
派
の
流
入
に
か
か
わ
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
彼
ら
の
信
仰
を
以
て
し
て
も
、
西
高
木
家
の
宗
旨
替
え
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
当
主
と
な
っ
た
衛
貞
は
や
む
を
得
な
い
部
分
も
あ
ろ
う
が
、
松
寿
院
に
つ
い
て
も
、
前
掲
の

【
史
料
F
】
を
見
る
と
墓
所
は
本
堂
寺
（
現
上
石
津
町
三
ツ
里
）
と
あ
る
。
歴
代
高
木
家
の
室
の
中

で
禅
宗
寺
院
に
墓
所
が
設
け
ら
れ
た
の
は
松
寿
院
が
初
め
て
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
本
堂
寺
は
東
高

木
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
。
「
縁
記
」
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
松
寿
院
が
没
し
た
享
保
十
六
年
に
は
、

す
で
に
正
林
寺
は
建
立
さ
れ
て
い
る
。
も
し
正
林
寺
が
西
高
木
家
の
菩
提
寺
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
正
林
寺
を
避
け
て
本
堂
寺
に
墓
所
を
設
け
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
ま
だ
こ
の
段
階
の
正
林
寺
は
菩
提
寺
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
お
ら
ず
、
衛
貞
－
貞
輝
が
個

人
的
な
祈
願
で
建
立
し
た
寺
院
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
正
林
寺
が
菩
提
寺
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
頃
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
正
林
寺
に
西
高
木
家
墓
所
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
か
ら
判
断
す
る
べ
き
で
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あ
ろ
う
㌘
正
林
寺
に
あ
る
高
木
家
の
墓
で
最
も
古
い
の
は
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
七
月
十
日
に

わ
ず
か
二
歳
で
早
世
し
た
篤
貞
の
三
女
・
世
曽
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
、
い
ず
れ
も
若
く
し
て

亡
く
な
っ
た
篤
貞
の
三
人
の
女
は
墓
所
を
岡
山
と
し
、
次
男
は
再
び
墓
所
を
正
林
寺
と
し
て
い
る
。

し
か
し
い
ず
れ
も
　
「
御
先
祖
御
年
忌
覚
」
　
で
は
正
林
寺
が
檀
那
寺
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
高
木
家
を
除
け
ば
、
そ
れ
よ
り
も
古
い
墓
所
も
正
林
寺
に
あ
る
。
そ
れ
は
延
享
元
年
（
一

七
四
四
）
四
月
七
日
に
没
し
た
春
月
院
の
墓
で
あ
る
。
す
で
に
こ
の
墓
に
つ
い
て
は
川
口
氏
が
指
摘

し
て
い
る
が
、
春
月
院
と
は
可
賀
と
遠
山
景
供
の
息
女
で
、
正
林
寺
の
墓
石
は
父
景
供
と
と
も
に
祀

ら
れ
て
い
る
誓
墓
石
の
裏
面
に
は
「
景
供
室
」
と
あ
り
、
可
賀
が
建
立
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
加

え
て
川
口
氏
に
よ
れ
ば
、
正
林
寺
に
は
篤
貞
が
納
め
た
春
月
院
の
位
牌
も
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
正
林
寺
は
可
賀
－
篤
貞
母
子
の
働
き
か
け
を
経
て
よ
う
や
く
高

木
家
の
菩
提
寺
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
【
史
料
C
】
　
で
は

貞
刻
す
な
わ
ち
篤
貞
が
多
良
に
来
た
時
に
可
賀
も
来
て
後
見
し
た
と
あ
る
の
で
、
正
林
寺
に
も
関
わ

り
続
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
「
縁
記
」
は
、
こ
の
高
木
家
へ
の
禅
宗
の
流
入
か
ら
正
林
寺
の
西
高
木
家
菩
提
寺
化
に
至

る
一
連
の
過
程
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
縁
記
」
　
に
記
さ
れ
た
中
で
時
系
列
上

最
も
遅
い
出
来
事
は
享
保
十
九
年
　
（
一
七
三
四
）
　
の
祖
仁
の
示
寂
で
あ
る
か
ら
、
「
縁
記
」
　
が
作
ら

れ
た
の
は
こ
の
年
か
ら
良
鞭
の
示
寂
す
る
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
　
の
間
に
あ
た
る
。
こ
の
時
期
に

「
或
人
」
が
正
林
寺
の
由
来
を
記
す
こ
と
を
良
鞭
に
求
め
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
禅
宗
を
高
木
家
に

と
っ
て
正
統
な
る
信
仰
と
し
、
正
林
寺
を
菩
提
寺
と
す
る
と
い
う
「
権
威
付
け
」
が
目
的
で
あ
っ
た

と
考
え
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

だ
ろ
う
か
。
可
賀
の
建
立
し
た
霊
鷲
院
と
、
正
林
寺
と
は
い
ず
れ
も
観
音
菩
薩
像
を
本
尊
と
し
て
お

り
、
彼
女
の
観
音
信
仰
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
禅
宗
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
十
八
世
紀
の
間
に
禅
宗
信
仰
が
進
ん
だ
要
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
ら

れ
る
の
は
血
脈
の
問
題
で
あ
る
。
貞
則
自
身
は
酒
井
家
出
身
で
、
高
木
家
の
血
を
引
く
の
は
貞
勝
女

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
貞
勝
女
が
亡
く
な
り
、
高
木
家
の
血
を
引
く
の
は
衛
貞
の
み
と
な
っ
た
。
そ

し
て
衛
貞
が
亡
く
な
る
と
、
酒
井
家
出
身
の
貞
則
と
木
村
四
郎
右
衛
門
女
（
速
証
院
）
　
の
子
で
あ
る

貞
輝
が
後
継
と
な
り
、
完
全
に
高
木
家
の
血
は
断
絶
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
以
降
、
高
木
家
は
酒
井
家
・

小
笠
原
家
・
遠
山
家
の
血
が
家
を
存
続
さ
せ
る
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
。
酒
井
家
・
小
笠
原
家
は
臨

済
宗
、
遠
山
家
は
曹
洞
宗
を
宗
旨
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
高
木
家
の
宗
旨
が
禅
宗
へ
と
移
行

す
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
当
該
観
音
像
は
、
高
木
家
の
宗
旨
の
変
化
の
過
程
の
中
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
、
貴
重
か
つ
興
味
深
い
資
料
と
い
え
る
。

し
か
し
一
方
、
本
稿
で
解
決
し
き
れ
な
か
っ
た
疑
問
点
も
あ
る
。
当
該
観
音
像
が
禅
宗
信
仰
に
基

づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
正
林
寺
に
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
。
「
縁
記
」

に
み
え
る
可
賀
の
影
響
力
を
考
え
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
こ
の
像
は
ど
こ
で
多
良
の
地
を
離
れ
、

流
浪
し
て
い
っ
た
の
か
。
こ
れ
ば
か
り
は
史
料
の
制
約
上
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
し
て
先
述
の
通
り
、
貞
則
の
法
号
が
そ
の
他
の
史
料
類
と
一
致
し
な
い
部
分
が
あ
る
理
由
も
よ

く
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
仮
に
当
該
像
が
可
賀
に
仮
託
し
た
後
世
の
創
作
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

法
号
だ
け
が
誤
っ
て
い
る
の
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
検
討
す
べ
き
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

む
す
び
に
代
え
て

以
上
、
当
館
が
昨
年
度
寄
贈
を
受
け
た
龍
昌
院
旧
蔵
観
音
菩
薩
坐
像
お
よ
び
高
木
家
の
信
仰
に
つ

い
て
考
察
を
深
め
て
き
た
。
観
音
菩
薩
坐
像
が
制
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
享
保
二
年
か
ら
七
年
に
か

け
て
は
、
良
鞭
が
多
良
に
足
を
運
び
、
高
木
家
の
衛
貞
や
松
寿
院
と
交
流
を
深
め
た
時
期
に
当
た
る
。

そ
の
中
で
、
可
賀
が
両
親
の
冥
福
を
祈
る
た
め
の
観
音
像
を
制
作
し
た
こ
と
は
、
自
身
の
観
音
信
仰

を
具
現
化
す
る
と
同
時
に
、
高
木
家
へ
の
禅
宗
流
入
に
寄
与
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い

l
信
長
・
秀
吉
・
家
康
と
高
木
家
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
河
井
信
幸
「
美
濃
国
武
将
高
木
権

右
衛
門
～
信
長
に
鰹
を
秀
吉
に
鶴
を
家
康
に
敷
物
を
贈
っ
た
男
～
」
　
（
『
岐
阜
県
歴
史
資
料
館
報
』
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三
二
、
二
〇
〇
九
）
や
山
田
昭
彦
「
織
豊
期
・
西
美
濃
高
木
氏
の
動
向
－
『
高
木
家
文
書
』
を
中
心

と
し
て
－
」
　
（
『
岐
阜
県
博
物
館
調
査
研
究
報
告
』
三
七
、
二
〇
一
七
）
　
に
詳
し
い
。

2
　
『
旗
本
高
木
家
文
書
』
（
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）
F
I
l
i
（
1
）
－
1
　
（
同
文
書
に
つ
い
て

は
以
下
請
求
番
号
に
基
づ
き
、
大
項
目
－
中
項
目
I
（
小
項
目
）
　
I
整
理
番
号
の
順
に
記
す
。
）
ほ
か
、

数
多
く
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
同
年
に
幕
府
か
ら
提
出
を
命
じ
ら
れ
た
も
の
の
控
え
で
あ
る
。

原
本
は
『
諸
家
系
譜
』
に
ま
と
め
ら
れ
、
『
寛
政
譜
』
作
成
の
際
に
は
参
考
と
さ
れ
た
。

3
西
高
木
家
の
当
主
は
、
貞
政
を
初
代
と
し
て
数
え
る
場
合
と
、
西
・
東
・
北
高
木
家
に
分
か
れ
た

際
の
当
主
で
あ
る
貞
利
を
初
代
と
し
て
数
え
る
場
合
が
あ
る
。
本
稿
で
は
後
者
で
記
す
。

4
　
『
上
石
津
町
史
　
史
料
編
』
（
一
九
七
五
）
　
に
所
収
。

5
霊
鷲
院
関
係
資
料
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
『
日
進
町
誌
』
資
料
編
三
　
（
一
九
八
五
）
　
に
所
収
。

6
可
賀
（
微
笑
尼
）
　
に
つ
い
て
は
、
川
口
高
風
　
「
霊
鷲
院
に
安
置
さ
れ
る
曹
洞
宗
両
祖
の
御
霊
骨
」

（
『
禅
研
究
所
紀
要
』
　
二
二
、
一
九
八
四
）
　
な
ど
で
詳
細
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
氏
の
論
文

に
学
ぶ
と
こ
ろ
は
多
く
、
本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
も
氏
の
御
協
力
を
仰
い
だ
。

7
　
『
名
古
屋
叢
書
　
続
編
』
第
十
九
巻
（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
編
・
一
九
六
八
）
　
に
所
収
。

8
霊
鷲
院
所
蔵
資
料
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
場
合
、
可
賀
で
は
な
く
微
笑
尼
の
名
を
用
い
る
こ

と
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
観
音
菩
薩
坐
像
の
表
記
に
従
い
、
名
前
を
可
賀
に
統
一
し
た
。

9
宗
派
に
よ
っ
て
戒
名
・
法
名
・
法
号
な
ど
呼
称
は
異
な
る
が
、
本
稿
で
は
「
高
木
系
譜
」
に
従
い
、

法
号
に
統
一
し
た
。

1
。
木
村
四
郎
右
衛
門
女
は
「
先
祖
書
」
・
『
寛
政
譜
』
で
は
貞
輝
母
と
し
て
登
場
す
る
の
み
で
、
貞

則
の
継
室
と
し
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
態
が
発
生
す
る
原
因
と
し
て
一
つ
考
え
ら

れ
る
の
は
出
自
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
高
木
家
当
主
の
室
は
婿
入
り
し
た
形
の
貞
則
を
除
き
、
基
本
的

に
は
小
笠
原
家
を
は
じ
め
と
す
る
大
名
が
多
い
。
そ
の
中
で
名
前
も
は
っ
き
り
記
さ
れ
な
い
木
村
氏

は
異
例
で
、
『
寛
政
譜
』
に
も
木
村
四
郎
右
衛
門
に
あ
た
る
人
物
は
登
場
し
な
い
。
西
高
木
家
三
代

貞
勝
の
女
で
、
西
高
木
家
初
代
・
貞
利
の
血
を
引
く
前
妻
（
貞
順
院
）
に
比
べ
る
と
、
速
証
院
は
生

家
の
家
格
が
劣
っ
て
い
た
た
め
、
幕
府
に
提
出
し
た
「
先
祖
書
」
や
、
そ
れ
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た

『
寛
政
譜
』
に
は
、
継
室
と
し
て
記
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
「
先
祖
書
」
　
よ
り
さ
ら
に
遡
る
明
和
二
年
　
（
一
七
六
五
）
　
か
ら
作
成
を
開
始
し
た
　
「
御
先

祖
御
年
忌
覚
」
　
で
は
、
貞
順
院
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
（
本
文
で
述
べ
た
通
り
、

ゴ
シ
ッ
ク
部
分
が
作
成
当
初
の
記
載
事
項
と
考
え
ら
れ
る
。
）

延
宝
三
卯
年
十
一
月
廿
六
日

貞
順
院
様

清
人
様御

息
女
様
之

清
閑
様奥

様

当
酉
年
九
拾
壱
年
　
安
永
五
丙
申
年
迄
百
二
年
　
安
永
十
丑
迄
百
七
年

寛
政
三
亥
迄
百
十
七
年

こ
こ
で
も
貞
順
院
は
「
清
閑
様
奥
様
」
す
な
わ
ち
貞
則
室
と
し
て
記
さ
れ
る
一
方
で
、
【
史
料
G
】

の
よ
う
に
、
速
証
院
に
つ
い
て
は
貞
則
の
継
室
で
あ
る
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
「
先
祖
書
」
　
や

『
寛
政
譜
』
と
異
な
り
、
「
御
先
祖
御
年
忌
覚
」
は
高
木
家
内
で
適
宜
加
筆
さ
れ
て
い
っ
た
文
書
で
、

対
外
的
な
も
の
と
は
考
え
に
く
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
表
記
な
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ

の
明
和
二
年
段
階
の
西
高
木
家
当
主
は
、
七
代
・
篤
貞
で
あ
る
。
篤
貞
は
可
賀
の
養
母
な
の
で
、
血

は
つ
な
が
っ
て
い
な
い
も
の
の
速
証
院
は
外
祖
母
に
あ
た
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
は
っ
き
り
と
継
室

と
し
て
速
証
院
を
位
置
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
注
目
す
べ
き
は
「
高
木
系
譜
」
　
の
表
紙
の
　
「
経
貞
再
改
之
　
西
館
蔵
書

写
」
と
い
う
記
載
で
あ
る
。
西
館
と
は
、
西
高
木
家
陣
屋
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
陣
屋
に

収
め
ら
れ
て
い
た
蔵
書
を
書
写
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
九
代
・
経
貞
が
「
再
び
改
め

て
」
作
成
し
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
何
を
改
め
た
の
か
、
と
い
う
と
、
経
貞
の
父
・
貞
賊

が
編
纂
し
た
　
「
先
祖
書
」
　
で
あ
ろ
う
。
「
高
木
系
譜
」
を
見
る
と
、
「
先
祖
書
」
　
の
内
容
・
構
成
に
従

い
な
が
ら
、
貞
賊
の
寛
政
三
年
以
降
と
自
身
に
つ
い
て
補
足
し
、
先
代
に
つ
い
て
も
若
干
の
表
記
の

変
更
や
情
報
の
追
加
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
後
室
（
継
室
）
と
し
て
付
け
加
え
ら
れ
た
の

が
速
証
院
こ
と
木
村
四
郎
右
衛
門
女
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
経
貞
の
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く

曖
昧
な
立
場
で
あ
っ
た
速
証
院
は
対
外
的
に
も
継
室
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
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n
　
『
寛
政
譜
』
に
は
「
享
保
十
六
年
四
月
六
日
遺
跡
を
継
（
時
に
十
歳
〉
」
と
あ
る
。

1
2
　
『
日
進
町
誌
』
資
料
編
三
（
一
九
八
五
）
に
所
収
。

1
3
こ
の
一
連
の
造
像
に
つ
い
て
は
、
川
口
高
風
「
微
笑
尼
の
観
世
音
菩
薩
像
と
籍
鱗
の
袈
裟
に
つ

い
て
」
　
（
『
愛
知
学
院
大
学
教
養
部
紀
要
』
五
六
－
四
、
二
〇
〇
九
）
　
に
詳
し
い
。

l
。
「
寺
記
」
に
は
遍
照
寺
と
あ
る
が
、
大
洲
城
南
の
椎
の
森
に
設
け
ら
れ
た
遍
照
庵
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
盤
珪
永
琢
　
（
節
外
祖
貞
の
師
）
　
は
こ
こ
で
弟
子
を
鍛
え
た
と
い
う
（
『
愛
媛
県
史
　
学
問
・

宗
教
』
一
九
八
五
）
。
元
文
五
年
　
（
一
七
四
〇
）
　
書
写
の
『
大
洲
秘
録
』
に
よ
れ
ば
、
遍
照
庵
は
如

法
寺
の
末
寺
と
さ
れ
、
場
所
を
柚
木
に
移
し
て
い
る
。
な
お
、
盤
珪
永
琢
に
つ
い
て
は
細
田
源
吉
『
盤

珪
国
師
伝
』
　
（
北
海
出
版
社
、
一
九
四
二
）
　
に
詳
し
い
。

1
5
こ
れ
は
播
磨
龍
門
寺
（
現
兵
庫
県
姫
路
市
）
、
江
戸
光
林
寺
（
現
東
京
都
港
区
）
と
並
ぶ
盤
珪
永

琢
の
三
大
道
場
で
も
あ
る
如
法
寺
へ
移
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

1
節
外
祖
貞
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
、
細
川
晋
輔
　
「
盤
珪
の
法
嗣
、
節
外
祖
貞
禅
師
の
行
履
－
光
林

寺
旧
蔵
『
光
林
二
世
特
賜
大
慈
妙
應
禅
師
年
譜
』
を
中
心
に
し
て
ー
」
　
（
『
臨
済
宗
妙
心
寺
派
教
学
研

究
紀
要
』
一
四
、
二
〇
一
六
）
　
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。

1
7
　
「
寺
記
」
・
「
縁
記
」
で
は
い
ず
れ
も
貞
衛
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
単
な
る
誤
記
な
の
か
は
不
明

で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
高
木
家
の
系
図
類
に
従
い
、
衛
貞
に
表
記
を
統
一
し
た
。

1
8
瑞
雲
山
景
光
寺
は
『
大
洲
秘
録
』
に
よ
れ
ば
、
如
法
寺
の
末
寺
と
し
て
徳
森
に
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
の
後
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
刊
行
の
『
全
国
寺
院
名
鑑
』
で
も
確
認
で
き
る
が
、
現
存
は
し
て

い
な
い
。

1
9
桐
原
千
文
「
複
数
寺
制
の
導
入
と
『
檀
家
』
の
成
立
－
美
濃
国
交
代
寄
合
西
高
木
家
の
場
合
－
」

（
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
　
（
昭
和
五
十
六
年
度
）
』
一
九
八
二
）

2
0
　
『
高
木
家
文
書
』
F
I
∵
（
1
）
1
4
2
0

2
　
「
縁
記
」
　
に
よ
れ
ば
、
正
林
寺
の
山
号
で
あ
る
　
「
済
生
山
」
　
は
貞
則
の
院
号
で
あ
る
済
正
院
に

因
ん
だ
と
あ
る
。
貞
則
自
身
も
当
主
と
い
う
立
場
上
真
宗
門
徒
で
は
あ
る
が
、
出
自
が
酒
井
家
で
あ

る
こ
と
か
ら
禅
宗
信
仰
が
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

2
斎
藤
夏
来
　
「
真
宗
門
徒
旗
本
高
木
家
の
禅
宗
信
仰
－
二
〇
〇
九
年
春
季
特
別
展
『
旗
本
高
木
家

の
近
世
と
近
代
』
余
録
－
」
　
（
『
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
研
究
開
発
室
に
B
S
↓
』
N
〇
・
十
の
、
二
〇
〇

九）
3242

『
高
木
家
文
書
』
F
I
H
I
（
1
）
1
4
0
9

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
『
高
木
家
文
書
』
　
の
中
で
、
高
木
家
と
つ
な
が
り
の
深
い
　
（
高
木
・
小
笠

原
・
遠
山
家
関
係
系
図
参
照
）
　
小
笠
原
家
の
人
物
比
定
が
二
つ
に
分
か
れ
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
私
見
で
は
、
松
寿
院
は
高
木
家
出
身
の
小
笠
原
貞
信
の
子
、
信
秀
の
妹
と
し
て
生
ま

れ
、
後
に
信
秀
の
養
子
に
な
っ
た
可
能
性
を
考
え
て
い
る
。
も
し
信
秀
女
が
、
信
秀
妹
か
ら
養
子
に

な
っ
た
と
す
れ
ば
、
『
寛
政
譜
』
で
高
木
家
は
衛
貞
－
貞
輝
の
よ
う
に
兄
弟
↓
養
子
と
な
っ
た
こ
と

は
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
小
笠
原
家
は
同
様
の
場
合
で
も
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

平
野
仁
也
氏
に
よ
れ
ば
、
『
寛
政
譜
』
を
編
纂
す
る
際
に
は
、
各
家
よ
り
提
出
さ
れ
た
系
譜
（
呈
譜
）

間
に
矛
盾
が
な
い
よ
う
に
丹
念
な
確
認
作
業
が
行
わ
れ
た
と
い
う
（
「
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
の
呈
譜

と
幕
府
の
編
纂
姿
勢
」
　
（
『
日
本
歴
史
』
八
〇
三
、
二
〇
一
五
）
）
。
な
お
、
『
寛
政
譜
』
に
先
ん
じ
て

編
纂
さ
れ
た
『
藩
翰
譜
続
編
』
　
（
『
新
編
藩
翰
譜
』
第
三
巻
　
（
新
人
物
往
来
社
・
一
九
九
七
）
　
所
収
）

で
も
信
秀
女
が
衛
貞
の
室
と
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

2
5
高
木
家
墓
所
に
つ
い
て
は
、
石
川
寛
「
西
高
木
家
墓
所
に
つ
い
て
」
（
大
垣
市
教
育
委
員
会
編
『
岐

阜
県
史
跡
旗
本
西
高
木
家
陣
屋
跡
－
測
量
調
査
・
発
掘
調
査
報
告
書
－
』
二
〇
二
二
）
　
で
整
理
さ
れ

て
い
る
。

2
6
川
口
高
風
「
霊
鷲
院
の
歴
住
の
略
伝
（
上
）
」
　
（
『
禅
研
究
所
紀
要
』
四
〇
、
二
〇
一
二
）
・
「
霊
鷲

院
の
歴
住
の
略
伝
　
（
下
）
」
　
（
『
禅
研
究
所
紀
要
』
四
一
、
二
〇
二
一
）
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